
             
■指導行政のポイント 

 

 

 文部科学省は，さきごろ「県費負担教職員の人事

権等の在り方に関する協議会」を発足させ，公立小・
中学校教員の人事権を都道府県から市町村に移すこ
とについて検討を再開した。 

 

 県費負担教職員の人事権の移譲については，３年
前に中央教育審議会答申（平成 17 年）で「教職員

の人事権については，市区町村に移譲する方向で見
直すことが適当」という方針を示し，「当面，中核
市をはじめとする一定の自治体に人事権を移譲し，

その状況や市町村合併の進展等を踏まえつつ，その
他の市区町村への人事権移譲について検討すること
が適当である」と提言している。 

 中教審がここまで具体的に提言しているので，中
核市への移譲はすぐにも実現するかと思っていたら，
これが意外に難航している。 

 文科省は，中教審答申直後の平成 17年 11 月から
18 年 12 月にかけて８回にわたり，教育委員会関係
者を集めて意見交換を行った。しかし，関係者間で

賛否が分かれ，結論が得られなかった。賛否の内訳
は，中核市・特別区・指定都市・大都市の各関係者
が移譲賛成。都道府県・町村・へき地の各関係者が

移譲反対，となっている。 
 人事権を有する都道府県教委が反対するのは，ま
あ当然として，移譲先である町村教委が強く反対し

ているため，なかなか制度化できないわけである。 
 町村教委の反対理由としては，人事権が移譲され
ると，①人事について全県的な調整が難しくなり，

一定水準の教員確保に支障が生ずること，②町村ご
とに教員採用を行うと，都市部に教員志願者が集中
し，質の高い教員を確保できなくなるおそれがある

こと，③仮に将来，人事権と給与負担が一本化され
るようなことになれば，教員給与の負担で町村財政

が圧迫される可能性があることなどが挙げられてい

る。 
 

 関係者の意見交換が難航し調整に手間取っている

うちに，教育基本法の改正と教育関連３法の改正が
喫緊の政策課題となり，その対応に紛れて，人事権
の移譲問題は少し遠のいた感があった。 

 それでも，教育関連３法を審議した中教審答申（平
成 19年）は，人事権の移譲に関して，「同一市町村
内における転任については，市町村教育委員会の意

向に基づいて都道府県教育委員会が行うこととし，
人事権全体の移譲については，小規模市町村の教育
行政体制の整備の状況を踏まえつつ，広域での人事

調整の仕組みや給与負担の在り方などとともに，引
き続き検討していく必要がある」と提言した。 
 この提言に基づき，平成 19 年の地方教育行政法

の改正で，県費負担教職員の同一市町村内の転任に
ついて，市町村教委の意向を一層重視する趣旨から，
市町村教委の「内申に基づき」（従来は「内申をま

って」）行うことと改められたことは，周知のとお
りである。 
 一方，内閣府の地方分権改革推進会議が再びこの

問題を取り上げている。本紙（６月 15 日号）で紹
介したように，同会議の第１次報告では「（県費負
担教職員について）都道府県から中核市に人事権を

移譲するとともに，政令指定都市と中核市において
人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し，平
成 20年度中に結論を得る」ことを要請している。 

 文科省は，県費負担教職員の人事権の移譲につい
て，その給与負担のあり方とともに早急な検討を迫
られているわけである。冒頭の協議会がどんな結論

を出すか。今後の成り行きに注目したい。 
（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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